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高齢者虐待の状況（養介護施設・事業所）

全国 新潟市

虐待判断
件数

相談・通報
件数

虐待判断
件数

相談・通報
件数

R2年度 595件 2,097件 6件 7件

R1年度 644件 2,267件 7件 19件

H30年度 621件 2,187件 2件 13件

※R2年度の虐待の事実が認められた6件のうち、2件はR1年度に「相談・通報」があったもの

国の統計調査︓「⾼齢者虐待の要因分析及び⾼齢者虐待の再発防⽌に向けた効果的な取組
に関する調査研究事業 報告書」

新潟市の統計
①相談通報件数及び事実確認の結果（H29～R3年度分）

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

相談通報件数 4 7 20 24 19
事実確認により虐待と

判断
0 1 6 7 2
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・H１８～H２３は０件。
・H２８年度の相談通報件数は１９件。前年度より５件減少。
うち、事実確認の結果、虐待と判断された事例は２件。

件
数

H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度

相談・通報件数 14 13 19 7 12
事実確認により虐待と判断 4 2 7 6 2
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・令和3年度の「相談・通報件数」は12件。
・事実確認により「虐待の事実が認められた」件数は２件。
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新潟市の統計
②相談通報のあった施設・事業所の種別（R3年度分）

有料老

人ホー

ム

特別養

護老人

ホーム

介護老
人保健
施設

訪問介

護・訪

問入浴

介護

通所介

護・通

所リハ

ビリ

テー

ション

通所介

護（宿

泊サー

ビス）

短期入
所施設

小規模
多機能
型居宅
介護

グルー

プホー

ム

件数 5 3 3 1 2 1 3 1 1

0
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6

件
数

特別養

護老人

ホーム

介護老
人保健
施設

介護療
養型医
療施設

等

グルー

プホー

ム

有料老

人ホー

ム

小規模
多機能
型居宅
介護等

軽費老

人ホー

ム

短期入
所施設

通所介
護事業

所
その他

相談・通報件数 4 1 0 1 3 1 0 0 1 1
虐待と判断 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

0

1

2

3

4

5

・「虐待の事実が認められた件数」は２件である。
・「その他」は、サービス付⾼齢者住宅。

件
数

新潟市の統計
③相談・通報者の内訳（R3年度分）

本人に

よる届出

家族・親

族

施設・事

業所管

理者

施設・事

業所職

員

施設・事

業所元

職員

医師
介護支
援専門

員

地域包

括支援

センター

都道府

県から

連絡

その他
不明（匿

名含む）

件数 0 1 7 1 2 0 0 0 3 1
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・「相談・通報者」は15件（3件重複）で、そのうち「施設等管理者」が7件で、最も多い。

件
数
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新潟市の統計
④虐待類型（R3年度分）

身体的虐待 心理的虐待 性的虐待 経済的虐待 介護放棄

件数 2 0 0 0 0

0

1
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3

件
数

・「身体的虐待」が最も多い。

国の統計調査（R2年度）
虐待の発生要因

※記述回答を複数回答形式で分類

3.2%

9.6%

10.6%

14.6%

17.1%

22.2%

48.7%

その他

虐待を行った職員の性格や資質の問題

人員不足や人員配置の問題及び関連する多忙さ

倫理観や理念の欠如

職員のストレスや感情コントロールの問題

虐待を助長する組織風土や職員間の関係性の悪さ

教育・知識・介護技術等に関する問題
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高齢者虐待防止を考える２つの視点

❶顕在化した虐待以外の気付かれていない虐待

の存在の可能性

△意図的な虐待だが表面化していないもの（意図的虐待）

△結果的に虐待を行ってしまっているもの（非意図的虐待）

△「緊急やむを得ない」場合以外の身体拘束

❷虐待との判断に至らない「グレーゾーン」の存在

さらにその底辺には「不適切なケア」の存在

社会福祉法人東北福祉会 認知症介護研究・研修仙台センター「施設・事業所における高齢者虐待防止学習テキスト」より

「不適切なケア」を底辺とする「高齢者虐待」の概念図

意図的虐待

顕在化した虐待

不適切なケア

非意図的虐待緊急やむを得ない
場合以外の

身体拘束

社会福祉法人東北福祉会 認知症介護研究・研修仙台センター「施設・事業所における高齢者虐待防止学習テキスト」より

グレーゾーン
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高齢者虐待・不適切なケアの防止

 「不適切なケア」の段階で発見し、「虐待の芽」を摘み
「適切なケア」へと変える取り組みが求められる

 対策の基本的な考え方

背景となる要因の分析

組織的な取り組み

職員個々人が必要な役割を果たす

組織全体で高齢者の権利利益を守るケアを提供する
社会福祉法人東北福祉会 認知症介護研究・研修仙台センター「施設・事業所における高齢者虐待防止学習テキスト」を一部改変

 組織運営の健全化

• 介護の理念や組織運営の方針を明確にする

• 理念や方針を職員間で共有する

• 理念や方針実現への具体的な指針を提示する
「理念とその共有」

• 職責・職種による責任・役割を明確にする

• 必要な組織を設置・運営する

• 職員教育の体制を整える
「組織体制」

• 第三者の目を入れ、開かれた組織にする

• 利用者・家族との情報共有に努める

• 業務の目的や構造、具体的な流れを見直してみる

• 職員の意見を吸い上げ、運営に反映させる

「運営姿勢」

社会福祉法人東北福祉会認知症介護研究・研修仙台センター「施設・事業所における高齢者虐待防止学習テキスト」より
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 負担やストレス・組織風土の改善

• 柔軟な人員配置を検討する

• 効率優先や一斉介護・流れ作業を見直し、個別
ケアを推進する

• もっとも負担の高まる夜勤時に特段の配慮を行う

「負担の多さ」

• 職員のストレスを把握する

• 管理者や上司、先輩が積極的に声をかけ、悩みや
不安を聞く

「ストレス」

• 組織的な課題に１つずつ丁寧に取り組んで行く

• 取り組みの過程を職員間で共有する

• 負担の多さやストレスへの対策を十分にはかる
「組織風土」

社会福祉法人東北福祉会認知症介護研究・研修仙台センター「施設・事業所における高齢者虐待防止学習テキスト」より

 チームアプローチの充実

• 関係する職員がどのような役割をもつべきかを
明確にする

• リーダーの役割を明確にする

• チームとして動く範囲を確認する

「役割や仕事の
範囲」

• 情報や対応を共有するための仕組みや手順を
明確に定める

• チーム（組織）での意思決定の仕組みや手順を
明確に定める

• よりよいケアを提供するためには、立場を超え
て協力することが必要不可欠であることを確認
する

「職員間の

連携」

社会福祉法人東北福祉会認知症介護研究・研修仙台センター「施設・事業所における高齢者虐待防止学習テキスト」より
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 倫理観とコンプライアンスを高める教育の実施

• 介護サービスにおける「利用者本位」という大原
則をもう一度確認する

• 実際に提供しているケアの内容や方法が「利用者
本位」に基づいたものであるかをチェックする

「利用者本位」

• 基本的な職業倫理・専門性に関する教育を徹底
する

• 目指すべき介護の理念をつくり共有する
「意識不足」

• 関連する法律や規定の内容を知識として学ぶ

• 身体拘束を行わないケアや虐待を未然に防ぐ方法
を具体的に学ぶ（「覚える」よりも「考える」学習を）

「虐待・身体拘束

に関する知識」

社会福祉法人東北福祉会認知症介護研究・研修仙台センター「施設・事業所における高齢者虐待防止学習テキスト」より

 ケアの質の向上

• 認知症という病気やその心理、周辺症状につい
て、正確に理解する

• 認知症に伴う行動・心理症状には本人なりの理
由があるという姿勢で原因を探っていく

「認知症ケア」

• 利用者の心身の状態を丁寧にアセスメントする
ことがスタート

• アセスメントに基づいて個別の状況に即したケ
アを検討する

「アセスメントと

個別ケア」

• ケアに関する知識・技術を共有する

• アセスメントとその活用方法を具体的に学ぶ
（OJT の方法を工夫し、実践の中で学ぶ）

• 常にケアの見直しを行い、改善に取組む

「ケアの質を

高める教育」

社会福祉法人東北福祉会認知症介護研究・研修仙台センター「施設・事業所における高齢者虐待防止学習テキスト」より
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第         号 

  年  月  日 

新潟市長 様 

 

施設名            

施設長            

 

高齢者虐待にかかる報告書 

 

 下記のとおり高齢者虐待（疑い）が発生したので報告します。 

 

記 

 

１ 施設・事業所の情報 

（名称、種別、定員、所在地、開設日、法人・代表者名、施設長（管理者）名など） 

 

２ 被虐待（疑い）高齢者に関する情報 

（氏名、性別、年齢、要介護度、障がい高齢者及び認知症高齢者の日常生活自立度、心身の状況、

入所(利用)開始日、施設の場合は居室、現在の所在など） 

 

３ 虐待（疑い）者に関する情報 

（氏名、性別、年齢、職種、経験・経歴、資格、特徴など） 

 

４ 虐待（疑い）事案の内容や状況 

（いつ、どこで、どのような状況下で発生したか、施設・事業所内での報告経過など） 

 

５ 虐待（疑い）事案発生後の対応 

（被虐待（疑い）高齢者への対応や処置等、家族への報告・説明、原因究明と再発防止策など） 

 

６ その他参考事項等 

 

 

注１ 経過等については、時系列で分かるように記載すること 

注２ 必要に応じて記録や写真、証拠書類等の資料（写し）を添付すること 

 注３ 報告にあたっては、必ず電話により第１報を行うこと。 

報告先：新潟市 高齢者支援課 高齢者福祉係 電話０２５－２２６－１２９０  
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